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名古屋家庭裁判所長脇 博

｜歸歪雲
司法行政文耆の開示についての通知書

3月29日付け（4月1日受付、名家裁総第590号）で申出のありました司法

行政文書の開示について、下記のとおり情報を提供することとしましたので通知し

ます。

記

1 提供する司法行政文耆の情報

令和4年度裁判事務の分配、裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの

代理順序、開廷の日割、司法行政事務の代理順序並びに各種委員等（4月1日施

行）の別紙第1及び別紙第2 （片面で3枚）

2 提供の実施方法

写しの送付

(担当）総務課文書係電話052 （223） 0995



(別紙第1）

本庁家事事件

※1 「相続財産管理関係事件等」 とは、民法952条及び918条2項に基づく相
選任事件及びこれに付随・関連する事件（特別縁故者に対する財産分与の申立て
をいい、付随・関連する事件は、選任事件の分配を受けた裁判官が担当する。

※2 「不在者財産管理関係事件等」 とは、不在者相続財産管理人選任事件及びこれ
する事件をいい、付随・関連する事件は、選任事件の分配を受けた裁判官が担当
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「後見等関係事件」 とは、後見等開始事件、任意後見監督人選任事件、未成年後見人選任事
件及びこれらに付随する事件（後見等監督事件、後見人等と被後見人等との利益相反行為を原
因とする特別代理人選任事件等）をいい、民法794条の養子縁組許可事件及びこれと本人を
同一とする同法798条の養子縁組許可事件を含む。

「親権停止・喪失・管理権喪失事件」には、 これらの取消し事件及び保全事件を含む。

「児童福祉法28条事件」 とは、同条1項及び同条2項の事件をいう。

「推定相続人の廃除事件」には、同取消し事件を含む。

「遺言執行者の解任事件」には、同保全事件を含む。

「相続放棄申述事件等」 とは、相続放棄及び限定承認、 これらの取消し事件、期間の伸長事
件、限定承認の場合における鑑定人選任、破産手続における相続放棄承認をいう。

平日昼間の請求をいう。平日夜間及び休日の請求については、当面の間、判事鈴木幸男が担
当し、差支えがある場合は、同細野なおみ、同吉田真紀、職権特例判事補植草元博の順に担当
する。

「遺産分割事件等」 とは、遺産分割事件、寄与分事件、遺留分減殺事件、特別の寄与に関す
る処分事件及びこれに関連する履行勧告事件をいう。

「雑．共助・再審」 とは、家事事件に関する雑事件（民事執行法174条1項1号、 175
条3項及び6項の事件を含む。 ） 、共助事件及び再審事件をいう。

「人事訴訟事件等」 とは、人事訴訟事件及びその他の訴訟事件をいう。

子の氏変更許可事件、相続放棄申述事件及び期間の伸長事件のうち即日審判事件については、
別途当番表により定めた裁判官（判事鈴木幸男、同細野なおみ、同吉田真紀及び職権特例判事
補植草元博に各4分の1の割合で当番日を割り当てる。 ）に配てんする。当番日に処理した即
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８
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※
※
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※

※9

※10

※ll

※12

※13

日審判事件の件数は、即日審判事件以外の事件の配てんの際には考慮しない。
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(別紙第2）

本庁少年事件事務分配割合表

※1 「一般｣とは、 「自動車運転｣と｢道交｣以外の事件をいう。 「自動車運転｣とは､道路運送車両
法違反事件、自動車損害賠償保障法違反事件、自動車の運転により人を死傷させる行為等
の処罰に関する法律違反((無免許)危険運転致死傷、 （無免許)過失運転致死傷アルコール
等影響発覚免脱、 （無免許)過失運転致死傷)事件及び重過失致死傷事件(ただし、自転車
事故に限る｡）をいう。 「道交｣とは､道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に
関する法律違反事件をいう。

一般保護事件の在宅事件については､簡易送致事件を除く。※2
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